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令和４年度自動販売機設置に係る市有財産貸付一般競争入札実施要領 

  

那須塩原市（以下「市」という。）が行う「自動販売機設置に係る市有財産の

貸付」の一般競争入札を次のとおり実施します。 

一般競争入札は、広く入札参加者を募り、あらかじめ公表している最低入札価

格（予定価格）以上で最高の価格をもって入札した者を売買契約の相手方とする

ものです。 

入札に参加される方は、記載事項を承知した上で、申込みを行ってください。 

なお、前設置者の都合により契約途中で契約解除となった物件の後継設置者を

選定する入札について、前設置者は参加できませんので、御注意ください。 

 

第１ スケジュール 

⑴ 入札の案内 

市ホームページによる周知及び実施要領配布 

開催日及び配布日 令和５年２月６日（月） 

↓ 

⑵ 入札参加申込 

受付期間 令和５年２月６日（月）～令和５年２月２２日（水） 

                   午後５時１５分（必着） 

↓ 

⑶ 質疑受付 

受付期間 令和５年２月６日（月）～令和５年２月１５日（水） 

                   午後５時１５分（必着） 

回答予定日 令和５年２月２０日（月） 

↓ 

⑷ 入札及び開札 

入札期間 令和５年２月２７日（月）～令和５年３月８日（水） 

                   午後５時１５分（必着） 

   開札日 令和５年３月１０日（金）午前１０時００分～ 

↓ 

⑸ 契約の締結及び契約保証金の支払い 

↓ 

⑹ 貸付開始 

令和５年４月１日（土）～令和８年３月３１日（火） 
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第２ 貸付物件の表示 

物件 
番号 

施設名 貸付場所 貸付面積 貸付期間 
最低入札価格 

【貸付料(期間総額)】 
備考 

 １ 那須塩原市役所本庁舎 １階① 1.13㎡ ３年 558,000円  

 ２ 那須塩原市役所本庁舎 １階② 0.90㎡ ３年 231,000円  

 ３ 那須塩原市役所本庁舎 １階③ 0.73㎡ ３年 178,000円  

 ４ 那須塩原市役所本庁舎 １階④ 1.07㎡ ３年 296,000円  

 ５ 那須塩原市役所本庁舎 ２階① 1.12㎡ ３年 258,000円  

 ６ 那須塩原クリーンセンター 管理棟屋外① 1.50㎡ ３年 79,000円 Ａ 

 ７ 那須塩原クリーンセンター 管理棟屋外② 1.50㎡ ３年 50,000円 Ａ 

 ８ 那須塩原クリーンセンター 熱回収施設棟屋外① 1.50㎡ ３年 42,000円 Ｂ 

 ９ 那須塩原クリーンセンター 熱回収施設棟屋外② 1.50㎡ ３年 132,000円 Ｂ 

１０ 鳥野目河川公園 シャワー棟付近屋外① 1.50㎡ ３年 61,000円 Ｃ 

１１ 鳥野目河川公園 シャワー棟付近屋外② 1.50㎡ ３年 46,000円 Ｃ 

１２ 
塩原温泉家族旅行村 
（箱の森プレイパーク） 

管理棟① 1.50㎡ ３年 21,000円  

１３ 
塩原温泉家族旅行村 
（箱の森プレイパーク） 

遊湯センター① 0.96㎡ ３年 36,000円  

１４ 
塩原温泉家族旅行村 
（箱の森プレイパーク） 

自遊館① 1.50㎡ ３年 14,000円  

１５ 厚崎公民館 １階① 0.99㎡ ３年 22,000円  

１６ とようら公民館 風除室① 0.96㎡ ３年 23,000円  

１７ 東那須野公民館 １階ロビー① 0.84㎡ ３年 13,000円  

１８ 黒磯文化会館 ロビー① 0.80㎡ 
２年 

９か月 27,000円 Ｄ 

１９ 黒磯文化会館 ロビー② 0.64㎡ 
２年 

９か月 21,000円 Ｄ 

２０ 黒磯文化会館 ロビー③ 0.98㎡ 
２年 

９か月 22,000円 Ｄ 

⑴ 物件番号ごとの自動販売機の設置台数は、全て１台とします。 

⑵ 施設の概要及び詳細な設置場所等については、物件個別明細書を参照して 

ください。 

⑶ 自動販売機の機種によっては、設置及び商品の補充やメンテナンスのため 

の扉開閉等により、通行等に支障をきたす場合も考えられますので、事前に 

設置場所の確認をお願いします。 

なお、現地説明会は、開催いたしません。 

⑷ 貸付場所を確認する場合は、物件個別明細書記載の担当部署連絡先に御連 

絡ください。 
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第３ 貸付期間等 

⑴ 貸付期間 

令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで（３年） 

※ 物件番号１８、１９及び２０においては、令和５年７月１日から令和８年 

３月３１日まで（２年９か月） 

  ※ 次期更新については、改めて入札により行う予定です。なお、本庁舎にお

いては新庁舎建設の状況により、期間の延長を協議させていただく場合があ

ります。 

⑵ 貸付契約の内容 

本要領による賃貸借契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

８条の４第２項第４号の規定に基づく行政財産の貸付けにより行います。 

 

第４ 設置する自動販売機の規格、条件等 

⑴ 大きさ及びデザイン 

① 大きさ ：物件個別明細書に記載されている外形寸法を超えないものとす 

ること。 

② デザイン：周辺環境に配慮したユニバーサルデザイン仕様とすること。 

⑵ 環境対策 

① 省エネルギー：「ヒートポンプ・真空断熱材採用」、「ＬＥＤ照明の使 

用」、「照明の自動点滅・減光」、「ピークカット機能」、 

「学習省エネ機能」など、消費電力量の低減に資する技術 

等を導入した機種とすること。 

② 使用冷媒  ：ノンフロンや低ＧＷＰ等を冷媒とし、環境負荷を軽減した 

機種とすること。 

⑶ 安全対策 

① 転倒防止：「自動販売機の据付基準」（ＪＩＳ規格）及び「自動販売機据

付規準」（清涼飲料自販機協議会指定基準）を遵守し、転倒防

止措置を施すこと。 

② 食品衛生：「食品、添加物等の規格基準」（食品衛生法（昭和２２年法律

第２３３号））、「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱

要領」（業界自主基準）等を遵守し、販売商品の衛生管理を万

全に行うこととし、各種営業許可（飲食店営業許可、喫茶店営

業許可、乳類販売業営業許可等）が必要な自動販売機を設置す

る場合は、あらかじめ栃木県知事の営業許可を受けること。 
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③ 防犯  ：「自販機堅牢化技術基準」（日本自動販売システム機械工業会

作成）を遵守し、犯罪の防止を万全に行うものとし、また、硬

貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変を適宜行い、偽

造硬貨及び偽造紙幣の使用の防止を万全に行うこと。 

⑷ 管理運営上の条件 

① 設置事業者において、商品の補充及び変更、賞味期限の確認、売上金の回

収及び釣銭の補充、自動販売機内部及び外部並びに設置場所周辺の清掃等を

行うこと。 

② 自動販売機の設置に伴う転倒等の事故については、本市の責めに帰するこ

とが明らかな場合を除き、設置事業者において補償等をすること。 

③ 自動販売機の汚損、毀損、盗難等の事故が発生した場合は、本市の責めに

帰することが明らかな場合を除き、設置事業者において速やかに復旧するこ

と。この場合の復旧に要する経費については、設置事業者が負うこと。 

④ 自動販売機の故障時や利用者からの問合せ、苦情等があった場合は、設置

事業者の責任において迅速に対応すること。また、その場合の連絡先を自動

販売機本体前面に明示すること。併せて、返金カード等を設けること。 

⑤ 販売商品に応じた回収箱を設置し、空き缶等が散乱することのないよう設

置事業者の責任で適切に回収、処分すること。なお、回収箱の分別や設置数

及び空き缶等の回収に当たっては、施設管理者の指示に従うこと。 

⑥ 駐車位置、販売品の納入、廃棄物の搬出時間及び経路については、施設管

理者の指示に従うこと。 

⑦ その他物件個別明細書を参照のこと。 

⑸ 販売商品 

① 販売品目：酒類の販売は行わないこと。 

② 販売価格：標準小売価格以下とすること。 

⑹ 貸付料（契約貸付料） 

① 屋内に設置する施設は、原則として消費税がかかるため、「落札金額× 

１．１０」、屋外に設置する施設は、土地の賃料となり消費税はかからない

ため、「落札金額」とする。 

② 貸付料の納入年度に応じた額を、年度ごとに本市が発行する納入通知書に

より、指定期日までに納入すること。 

⑺ 電気料等 

① 設置事業者が自ら設置した子メーター（計量法（平成４年法律第５１号）

に基づく検査に合格したものに限る）により、自動販売機に係る電気量を計

測すること（子メーターが設置できない物件については、使用量を認定し計

測に代えることとする）。 
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② ①により計測した使用量と各施設の電気料単価を基礎として、使用電気料

金を算出する。 

③ カップ販売式の自動販売機の場合は、年間売上杯数と施設の水道料単価を

基礎として、水道料金を算出する。 

④ 算出された電気料金及び水道料金を市（又は指定管理者）が発行する納入

通知書により、指定期日までに納入すること。 

⑻ 費用負担 

自動販売機の設置及び撤去費用、設置に係る工事費用、子メーター設置及び

撤去費用並びに維持管理費用は、設置事業者が負担する。 

⑼ 転貸等の禁止 

設置事業者は、貸付物件を第三者に転貸してはならない。また、自動販売機

を設置する権利を第三者に譲渡してはならない。 

⑽ 貸付物件の返還 

貸付期間の満了又は契約解除の場合は、市が指定する期日までに、設置事業

者の費用をもって原状回復し、返還することとする。なお、原状回復に際し、

設置事業者は、一切の補償を市に請求することはできない。 

 

第５ 申込資格要件 

次の要件を全て満たす個人又は法人に限り、この募集に参加することができます。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び

第２項各号に掲げられた者でないこと。 

⑵ 個人にあっては那須塩原市内に住所を有すること。法人にあっては栃木県

内に本店、支店又は営業所を有すること。 

⑶ 自らが自動販売機を設置し、管理運営する資力及び能力を有する者である

こと。また、自らが自動販売機を設置し、管理運営する実績を３年以上有し

ていること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条及び那須塩原市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団関係者と

認められないこと。 

⑸ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第

１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

⑹ 国税及び市税に未納のないこと。 

⑺ その他本要領の定める条件及び関係法令を遵守すること。 
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第６ 入札参加申込み 

入札に参加する場合は、次のとおり申込みを行ってください。 

⑴ 受付期間 

令和５年２月６日（月）から令和５年２月２２日（水） 

              午後５時１５分まで（必着） 

⑵ 受付方法 

郵送（書留又は簡易書留）又は受付場所まで直接持参してください。 

※ 持参する場合は、受付期限までの土日、祝日を除く午前８時３０分から 

午後５時１５分まで 

 ⑶ 受付場所（申込書送付先） 

３２５－８５０１ 那須塩原市共墾社１０８番地２ 

那須塩原市役所本庁舎３階 那須塩原市総務部財政課管財係 

⑷ 提出書類 

 提出書類 個人 法人 

① 入札参加申込書（様式第１号及び様式第１号別紙） ○ ○ 

② 誓約書（様式第２号） ○ ○ 

③ 印鑑登録証明書（法人の場合は、印鑑証明書） ○ ○ 

④ 身分証明書の写し（免許証、保険証等） ○  

⑤ 法人登記簿（履歴事項全部証明書又は現在事項証明書）  ○ 

⑥ 
那須塩原市の納税証明書（市税の未納の税額がないことの証明） 

※那須塩原市に納税義務のある個人又は法人のみ 
○ ○ 

⑦ 
国税の納税証明書（所得税、消費税及び地方消費税の未納の税額

がないことの証明） 
○ ○ 

⑧ 
設置する自動販売機のカタログ（物件ごとに実際に設置する自動

販売機が特定できるよう明記してください。） 
○ ○ 

⑨ 
委任状（代理人（営業所、支店等）により入札及び契約をしよう

とする場合のみ）（様式第４号） 
 ○ 

※ ③④⑤⑥⑦の書類については、発行後３か月以内のものに限ります。 

※ 複数の物件に申込みをする場合は、①から⑦までの書類は、１通のみ提出 

してください。 

※ ⑨は、物件番号ごとに提出が必要です。 

※ 提出書類は、いかなる理由にかかわらず一切返却できません。 
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⑸ 申込みに当たっての留意事項 

① 申込受付を完了し、入札参加資格の適合を確認した後に、入札参加者証を 

郵送します。入札参加者証は、入札時に必要となりますので大切に保管して 

ください。 

  ② 入札に伴う費用は、すべて入札参加者の負担となります。 

  ③ 申込者自身で本要領、現地及び諸規制を確認し、これらを全て承知の上、 

申込みを行ってください。 

第７ 質疑回答 

⑴ 質疑受付期間 

令和５年２月６日（月）から令和５年２月１５日（水） 

              午後５時１５分まで（必着） 

⑵ 受付方法 

事前に電話連絡の上、Ｅ-mailにて送信してください。 

電話 ：０２８７－６２－７１１７ 

送信先：zaisei@city.nasushiobara.lg.jp 

 ⑶ 提出書類 

   質疑書（様式第５号） 

 ⑷ 回答 

    回答予定日前後を目安に回答書（様式第６号）により、入札参加申込者全 

員にＥ-mailで回答します。 

 

第８ 入札及び開札 

⑴ 入札書受付期間 

① 令和５年２月２７日（月）～令和５年３月８日（水） 

               午後５時１５分まで（必着） 

 ⑵ 受付方法 

   第６－⑵受付方法に同じ 

 ⑶ 受付場所 

   第６－⑶受付場所（申込書送付先）に同じ 

 ⑷ 開札日時及び場所 

   令和５年３月１０日（金）午前１０時００分～ 

   那須塩原市共墾社１０８番地２ 那須塩原市役所本庁舎３階３０２会議室 

 ⑸ 入札書類 

  ① 入札参加者証 

  ② 入札書（様式第７号） 

    →所定の封筒に封かんされているもの 

mailto:zaisei@city.nasushiobara.lg.jp
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 ⑹ 入札保証金 

   免除 

 ⑺ 入札 

① 入札書には、入札参加者の住所、氏名（法人の場合は所在地、名称及び代 

表者職氏名）を記載、押印してください。 

② 入札金額の記入は、黒のボールペンで算用数字を用い、金額の頭に「金」 

を記入してください。 

③ 入札書の金額は、貸付期間の総額（消費税及び地方消費税相当額（合計 

１０％相当額）を含まない金額）を記載してください。 

  ④ 代理人（営業所、支店等）が入札するときは、入札書に委任状に記入した 

ものと同じ代理人の住所及び氏名を記入の上、同じ印を押印してください。 

  ⑤ 一旦提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできません。 

⑻ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とします。   

① 入札に参加する資格のない者が入札したとき 

② 期限を過ぎて入札書を提出したとき 

③ 同一人が２通以上の入札をしたとき 

④ 入札書の金額を訂正した場合において、訂正印（入札書氏名欄に押印した 

印と同一のもの）の押印がないとき 

  ⑤ 入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき 

  ⑥ 入札書に記名及び押印がないとき 

  ⑦ 代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき 

  ⑧ 市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき 

  ⑨ 鉛筆、シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入 

したとき 

  ⑩ 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき 

 

⑼ 開札 

① 開札は、本要領に掲げる開札の日時及び場所において、当該入札事務に関 

係のない市職員を立ち会わせて行います。なお、新型コロナウイルス感染症 

拡大防止を図るため、入札参加者及び代理人の立会いは認めません。 

② 開札の結果について、異議を申し立てることはできません。 

 

⑽ 落札者 

① 落札者は、最低入札価格以上の価格のうち、最高価格を入札した者としま 

す。 
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② 落札者となる同価の入札参加者が２者以上ある場合は、後日、当該入札者 

の全員が来庁の上、くじを引いて決定することとします。 

⑾ 落札制限が付された物件 

次表の各組合せの物件については、設置事業者１者につき１物件のみとして 

落札者を決定します。先に入札を行った物件の落札者となった者は、他の物件 

の入札に参加できなくなりますので御注意ください。ただし、各組合せの中で 

入札に参加する者がいない場合において、先に行った入札の落札者が入札を希 

望するときは、改めて参加することができるものとします。 

 

Ａ 物件番号６と７ 

Ｂ 物件番号８と９ 

Ｃ 物件番号１０と１１ 

Ｄ 物件番号１８と１９と２０ 

 

⑿ 開札結果の通知及び公開 

開札の結果については、入札参加申込書に記載された電話番号に電話連絡の 

上、後日、落札決定通知書を送付し、お知らせします。また、各入札参加者の 

入札金額、落札者等をホームページで公表します。 

 ⒀ 入札の中止 

   不正な入札が行われるおそれがあると認められる場合又は災害その他入札の 

実施が困難な特別の事情が生じた場合は、入札を中止又は延期することがあり 

ます。 

 

第９ 契約 

⑴ 契約締結 

① 契約書は、市有財産賃貸借契約書（様式第８号）のとおりとします。 

② 那須塩原市財務規則（平成１７年規則第５０号）に規定されている市有財

産の貸付けに係る許可申請書の提出は、省略するものとします。 

③ 落札者は、落札決定後７日以内に契約を締結してください。なお、代理人

により契約を締結する場合は、委任状と委任状に押印された代理人の印が必

要です。 

④ 落札者が契約を締結しない場合（契約書が提出されない場合を含む）は、

当該落札は効力を失います。 

⑤ 上記④により当該落札の効力を失った落札者は、契約締結の期日から２年

間は、那須塩原市が行う自動販売機設置事業者の募集に関する入札に参加で

きないものとします。 
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⑥ 上記④により落札が無効となった物件については、有効な入札を行ったも

ののうち、次点のものを落札者とします。 

 ⑵ 契約の確定 

   契約は、市が落札者とともに市有財産賃貸借契約書に記名押印したときに確 

定します。 

⑶ 契約保証金 

① 落札者は、賃貸借契約確定と同時に契約金額（契約貸付料）の１００分の

１０以上（円未満切上げ）の契約保証金を市が発行する納入通知書兼領収書

により、現金にて納付してください。 

② 契約保証金は、本件契約が満了したとき、貸付物件の原状回復を確認後、

落札者の請求に基づき、利息を付さずに返還します。 

③ 落札者が、本要領上の条件及び契約上の義務を履行しないときは、契約を

解除します。この場合、納入された契約保証金は那須塩原市に帰属します。

また、市の責めに帰さない場合で、落札者からの申出により契約を解除した

場合についても、納入された契約保証金は那須塩原市に帰属します。 

 ⑷ 違約金 

   第５申込資格要件について、違反したときは契約代金の１００分の１０を違 

約金として請求します。なお、違約金に１円未満の端数があるときは、その端 

数金額は切り捨てるものとします。 

 ⑸ 契約費用及び公租公課 

  ① 契約書に添付する収入印紙の費用は、落札者の負担となります。 

  ② 落札者を義務者として課される公租公課は、落札者の負担となります。 

  ③ その他契約に要する費用は、落札者の負担となります。 

 

第１０ その他 

本要領に定めるもののほか、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自 

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）、那須塩原市財務規則（平成１７年規則 

第５０号）などその他関係法令等の定めるところによります。 
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第１１ 問合せ先 

那須塩原市総務部財政課管財係 

郵便番号：３２５－８５０１ 

住所  ：栃木県那須塩原市共墾社１０８番地２ 

電話番号：０２８７－６２－７１１７ 

ＦＡＸ番号：０２８７－６２－７２２０ 

E‐mail ：zaisei@city.nasushiobara.lg.jp 

担当  ：花岡、臼井 

mailto:zaisei@city.nasushiobara.lg.jp

